
国有林の森林計画に関する地区懇談会

（安芸森林計画区）

国有林と現行森林計画の概要

令和３年１０月２９日

四国森林管理局



説明の流れ

１．四国の森林・林業について

２．森林計画制度について

３．現行森林計画の概要について
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１．四国の森林・林業について
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国有林
766万ha
(31%)

公有林
299万ha
(12%)

私有林
1,439万ha
(57%)

民有林
1,739万ha 
(69%)

■我が国の国公私別の森林面積

■四国の森林面積

■四国４県の森林の概要

（１） 四国は面積の約４分の３を森林が占める森林大国

人工林

84万ha

天然林等

55万ha

国有林

18万ha

民有林

121万ha

その他

49万ha

四国の
国土面積
188万ha

徳島県

1.6万ha 香川県

0.8万ha

愛媛県

3.7万ha

高知県

12.1万ha

四国の
国有林面積
18万ha
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注１ ：平成29年(2017)年3月31日 現在の数値。

２ ：計の不一致は四捨五入による。

３ ：※１の国有林面積には官行造林、計画対象外国有林、他省庁

所管国有林の面積は集計されていません。

資料：林野庁 「森林資源現況総括表」

「都道府県別森林率・人工林率」

面積 森林率 森林蓄積 面積 国有林率 面積 人工林率

（万ha） （％） (千ｍ3) （万ha） （％） （万ha） （％）

76% 60%

全国９位 全国10位

47% 26%

全国38位 全国44位

71% 61%

全国19位 全国６位

84% 65%

全国１位 全国２位

四国計 139.8 74% 412,469 18.2 13% 84.5 61%

全  国 2,504.80 67% 5,241,502 750.8 30% 1,020.40 41%

高知県 59.5 193,648 12.1 20% 38.8

愛媛県 40.1 112,875 3.7 9% 24.5

香川県 8.8 6,759 0.8 9% 2.3

都道府県

森林 国有林※１ 人工林

徳島県 31.5 99,187 1.6 5% 19



注：齢級とは、森林の林齢を5年の幅でくくった単位。人工林は苗木を植栽した年を1年生とし、1～5年生を「１齢級」、6～10年生を「２齢級」と数える。

（２） 四国の利用時期に達した人工林は約６割
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主伐時期に達した
人工林

面積ベースで約56％
蓄積ベースで約66％

現状のまま10年間
推移した場合

面積ベースで約89％
蓄積ベースで約95％

四国の人工林齢級別面積（平成29年3月31日現在）
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資料：「森林資源現況調査」（H29.3.31現在）。国有林には官行造林を含む。
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四国４県の原木生産量の推移

相次ぐ大型製材工場、木質バイオマス発電所の稼働に対応し、四国４県の原木生産量は増加しており、令
和元年は163万㎥と平成24年に比べ36％増加。令和２年は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により急速
に落ち込んだが、徐々に回復がみられ、徳島・香川・愛媛・高知で154万㎥（対前年比６％減）。

四国４県の原木生産量の推移

120万㎥

130万㎥

143万㎥

145万㎥

153万㎥

167万㎥

21万㎥（四国４県の原木生産量全体の約14％）

目標：85万㎥
(R7)

目標：70万㎥
(R7)

目標：70万㎥
(R10)

目標：5千㎥
(R2)

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

【参考】
四国の国有林(R２)

高知県 愛媛県 徳島県 香川県

平成30年 155万㎥

令和元年 163万㎥

令和２年 154万㎥

0.8
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スギ

26%

ヒノキ

62%

マツ類

2%

針葉樹

0%
広葉樹

10%

(国有林)

スギ

48%ヒノキ

49%

マツ類

2%

針葉樹

0%
広葉樹

1%

(民有林)

愛媛県 人工林樹種別割合

スギ

6%

ヒノキ

59%

マツ類

15%

針葉樹

0%
広葉樹

20%

(国有林)

スギ

9%

ヒノキ

63%

マツ類

22%

広葉樹

6%

(民有林)

香川県 人工林樹種別割合

スギ

34%

ヒノキ

55%

マツ類

0%

針葉樹

0%

広葉樹

11%

(国有林)

スギ

41%
ヒノキ

56%

マツ類

2%
広葉樹

1%

(民有林)

高知県 人工林樹種別割合

スギ

56%ヒノキ

22%

マツ類

0%
広葉樹

22%

(国有林)

スギ

73%

ヒノキ

20%

マツ類

5%

針葉樹

0%
広葉樹

2%

(民有林)

徳島県 人工林樹種別割合

資料：林野庁「森林資源の現況」(平成29年3月31日現在）
※国有林には官行造林を含む。

徳島はスギ、香川・愛媛・高知はヒノキ

6



（４） 四国内における大型製材工場、木質バイオマス発電所、木材市場の位置

木質バイオマス発電所
（松山バイオマス発電所）

製材・集成材・ＣＬＴ工場
（サイプレススナダヤ）

木質バイオマス混燃発電所
住友共同電力

製材工場
（久万広域森林組合）

小型木質バイオマス発電所
（洸陽電機・内藤鋼業）

製材工場
（八幡浜官材協同組合）

木質バイオマス発電所
（ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ研究所）

木質バイオマス混焼発電所
（住友大阪セメント） 木質バイオマス発電所

（土佐ｸﾞﾘｰﾝパワー）

ＣＬＴラミナ工場
（池川木材工業）

大断面集成材工場
（ウッドテクノス）

大型製材工場
（高知おおとよ製材）

チップ工場
丸和林業

木質バイオマス発電所
（ｸﾗﾎﾞｳ徳島ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所）

大型製材工場
（ｳｯﾄﾞﾌｧｰｽﾄ(ﾅｲｽ)）

合板工場
（日新）
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愛媛県森連
松山共販所

愛媛県森連
東予共販所

三好木材センター

愛媛県森連大洲共販所

大木坑木市場

愛媛県森連西予共販所

日吉木材市場

高知県森連幡多共販所

久万木材市場

愛媛県森連久万共販所

ゲンボク
小松島工場

物部ストックヤード

高知県森連奈半利共販所

県林材市場

高知県森連高幡共販所

凡 例

大型製材工場

木材市場

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所



１．原木生産量が64万㎥（R２）

２．原木生産量全国12位（ヒノキ全国1位）（R元）

３．大型製材工場、木質バイオマス発電所が稼働
H25 高知おおとよ製材 H28池川木材工業
H27 土佐グリーンパワー、グリーン・エネルギー研究所
R3（整備予定）高幡木材センター

４．高知県立林業大学校が本格開校（H30.4）
（基礎課程20名、専攻課程30名、隈研吾氏が初代校長）

５．高知県県産木材供給・利用促進条例施行（H29.4）

１．原木生産量が52万㎥（R２）

２．ヒノキ生産量全国１位（H29）

３．大型製材工場、木質バイオマス発電所が稼働

Ｈ30.4 ｻｲﾌﾟﾚｽｽﾅﾀﾞﾔＣＬＴ製材・集成材工場
Ｈ30.1 えひめ森林発電所
Ｈ31.4 内子バイオマス発電所

４．愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する
条例施行 （H30.12）

１．原木生産量が５千㎥（R２）

２．県内初の間伐材製材・加工施設が稼働（H23)
（（有）かがわ木材加工センター）

３．第41回全国育樹祭を開催（Ｈ29.11満濃池森林
公園）

４．香川県県産木材供給・利用促進条例施行
（Ｈ30.4）

１．原木生産量が37万㎥（R２）

２．大型製材工場、木質バイオマス発電所が稼働
H23 日新合板工場、H26 ウッドファースト
H28 クラボウ徳島バイオマス発電所
H30 （株）ゲンボク バイオマス発電所

３．とくしま林業アカデミーが開校（Ｈ28.4）
（1期生から5期生まで64名、6期生19名）

４．第2回徳島木育サミット開催（R2.11）

四国４県のトピックス

愛媛県 高知県

徳島県 香川県
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２．森林計画制度について
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根拠：国有林野の管理経営
に関する法律

○森林の有する多面的機能（水源の涵養・自然環境保全・地球温暖化防止・林産物の供給
等）が持続的に発揮されるよう、森林を計画的に整備・保全する必要があること。

○計画的な森林の整備・保全により林業の担い手を確保し、林業を積極的かつ健全に発展
させる。

11

民有林

森林・林業基本計画
（R3.6月策定）

根拠：森林・林業基本法全
国

流
域

国有林野の管理経営
に関する基本計画

(H30.12月 策定)

国有林野施業実施計画
（5年計画）

全国森林計画
（R3.6月変更）

根拠：森林法

地域管理経営計画
（5年計画）

国有林

即して

市町村森林整備計画
（10年計画）

森林経営計画
（5年計画）

地域森林計画
（10年計画）

適合して

適合して

調和して

即して
即して

即して

即して

国有林の地域別
の森林計画
（10年計画）

調和して

本懇談会の対象



○「流域」という考え方を基準にして計画区を設定。計画区毎に計画を策定。

○四国森林管理局管内には、１２の森林計画区。

○うち肱川森林計画区（愛媛県）・安芸森林計画区（高知県）については、来年度
（令和４年度）に次期の地域管理経営計画等（地域管理経営計画・国有林野施
業実施計画）を策定予定。

計画策定年度一覧

（２） 四国の森林計画の区域

策定年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

徳島県 吉野川 那賀・海部川

香川県 香川

愛媛県 今治松山 南予 肱川 中予山岳 東予

高知県 四万十川 安芸 嶺北仁淀 高知
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（３） 森林計画策定の仕組み

地域管理経営計画等の策定プロセス（肱川・安芸）

現
行

地
域
管
理
経
営
計
画
等

◎ 地区懇談会の位置付け

地域管理経営計画等の計画策定に着手する段階で、地域の多様な関係者からのご意見を把
握する場として設定

次期地域管理経営
計画等（案）の作成

地方公共団体、地元関
係者の意見の把握

策定前年度
(R３年度)

策定年度
(R４年度)

１月頃

約２ヶ月

３月末10月 4～12月

次
期
地
域
管
理
経
営
計
画
等(

案)

の
公
告
・縦
覧

地
区
懇
談
会

次
期
地
域
管
理
経
営
計
画
等

の
公
表

公衆からの
意見（30日間）

約１ヶ月

地
方
公
共
団
体
・

有
識
者
の
意
見
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３．現行森林計画の概要について
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（１） 安芸森林計画区

14

○区域面積 １１万３千㏊
○森林面積 １０万㏊(区域面積の８８％)
○国有林面積 ２万９千㏊(森林面積の３０％)
○人工林率 ７７％



「安 芸 森 林 計 画 区 の 特 徴」

15

○北部と南部で若干差はあるものの、年平均気温は１８℃、年間降水量は約３，７００ｍｍ
と温暖多雨で、林木の生育に適した気候下にあり、スギを中心とする人工林が半数以上を
占める。

○魚梁瀬地区を中心とする地域には、天然ヤナセスギが分布する。

○人工林の６６％が一般的な主伐期である１０齢級以上に達している。



○安芸森林計画区の利用可能な段階を迎えている11齢級（51年生～）の人工
林は52％。

「人工林の齢級別林地面積」

16

52％

51％



（２） 機能類型区分
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（３） 安芸森林計画区の機能類型区分
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安芸森林計画区の機能類型区分 四国局の機能類型区分

○ 安芸森林計画区は、降水量が多く、スギの生育に適した気候で戦後には拡大造林を行

うなど、木材生産を主体とした施業を行ってきたことから、四国局全体と比較して「水源
涵養タイプ」 の比率が高くなっている。



※ 通常伐期とは、主伐時期を、林木の利用価値を考慮した径級となる平均的な林齢以上の林齢とするもので、四国森林管理局では、
スギ45年、ヒノキ50年としている。

※ 長伐期とは、主伐時期を、通常伐期のおおむね2倍の林齢とするもの。

※ 分収造林契約に基づくぼう芽分散伐区、試験地等は育成単層林施業/通常伐期に含める。

※ 四国局の育成複層林施業/人天型には天然ヤナセスギ択伐、天然ヤナセスギ長伐期複層林を含む。

※ 面積は林地面積である。

※ 人人型とは、人工植栽による育成複層林施業である。人天型とは、天然力活用による育成複層林施業である。

（４） 水源涵養タイプにおける施業方法別面積

○ 安芸森林計画区は、天然ヤナセスギの産地でスギの適地。そのため、木材生産を重
視した森林づくりを行っており、天然生林施業の割合（8％）は四国局の割合（18％）より
低い。

水源涵養タイプにおける施業方法別林地面積

19

天然生林
通常伐期 長伐期 人人型 人天型 施業

安芸(ha) 1,972 16,549 3,179 946 2,100 24,745
割合 8% 67% 13% 4% 8% 100%

四国局(ha) 17,529 75,594 14,825 1,104 23,952 133,004
割合 13% 57% 11% 1% 18% 100%

育成単層林施業 育成複層林施業
合計



（５） 伐採量

○安芸森林計画区では、主伐については、平成３０年７月に発生した豪雨災害
等による林道被害等に伴い一般競争入札（立木販売）が執行出来なかった
こと、採算性等の条件が合わず落札に至らなかったことなどから、主伐の進
捗率は21％で、間伐も同様に林道被害等の影響もあり、間伐の進捗率は３
７％となっている。

20

計画
（H30～R4)

進捗
（H30～R3予定）

     ※8月末現在
172,751 m3 36,583 m3

21%
599,057 m3 222,426 m3

37%
771,808 m3 259,009 m3

34%

間伐

主伐

計

安芸森林計画区における伐採量



(６） 造林計画（更新量・保育量）

植付

○造林木の確実な育成を図ることを前提に、可能な限り保育作業を省力化。

○すべての人工造林箇所において、安芸森林管理署が開発した安価で急傾斜
地にもマッチした「L型獣害防護ネット」を導入。

○過酷な作業である夏の下刈について、作業期間を「6～12月」に拡大し
冬下刈りを導入。

下刈り回数の削減（５年５回→２～３回）

植付

21

シカ防護ネットを設置 植付

計画
（H30～R4) 進捗

（H30～R3予定）
※8月末現在

更新 307 ha 85 ha
28%

下刈 725 ha 163 ha
22%

除伐 164 ha 71 ha
43%



（７） 林道・治山施設

○林道整備は、災害復旧箇所及び伐採予定箇所を中心に、既設林道の改良に
重点を置いて実施。

施工前（H25撮影）

○治山事業は近年の集中豪雨（平成30年7月豪雨等）による被災箇所等で継続
的に事業実施。

治山事業による崩壊地の復旧
国有林林道の整備

22

計画
（H30～R4)

進捗
（H30～R3予定）

     ※8月末現在
6 箇所 3 箇所

50%
97 箇所 58 箇所

60%

林道

開設

改良

治山事業

計画
（H30～R4) 進捗

（H30～R3予定）
※8月末現在

保安林の
整備(間伐)

568 ha 176 ha
31%

保全
施設

渓間工 30 箇所 30 箇所
100%

山腹工 20 箇所 11 箇所
55%



（８） 国有林野の維持及び保全

境界標
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○シカ被害防止対策を推進するため、平成25年12月に馬路村と、平成30年8月に北川村と
シカ被害防止対策に係る協定を締結し、①囲いわな等の無償貸与、②国有林の入林手続
の簡素化、③捕獲技術支援により、民有林と国有林が一体となってシカ被害対策を推進。

○北川村との協定については、笠松式くくりワナの無償貸与に加え、R２年度より箱ワナ・囲
いワナの無償貸与も実施。

○これらの取組により、安芸森林管理署管内のシカ捕獲頭数は平成25年度10頭から令和
２年度には420頭と年々増加。

■ ニホンジカの捕獲頭数の推移（安芸森林計画区）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

10頭 41頭 64頭 96頭 127頭 151頭 268頭 420頭

※ H28年度に箱わなに加
え、くくりわなを導入

■ 箱ワナ（ユーチカ） ■囲いワナ（こじゃんと１号） ■ （笠松式）くくりワナ



（９） 林業技術の開発、指導及び普及に関する事項
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○ 安全で効率的な施業の普及に資するため、令和２年度においては車両系作業システムに
よる列状間伐や、ドローンを活用した資材運搬について現地検討会を開催。

列状間伐に係る現地検討会 現地検討会箇所での列状間伐

ドローンを活用した資材運搬



黒尊山

（10） 保護林

○原生状態が残されている森林や、遺伝的に優れた林木が残された森林、それぞれの
地域の自然を代表する植生群落を有する森林を「保護林」に指定し、その目的に応じ
た管理を実施。

26

四万十源流の森

入野浜

横荒山モミ・ツガ希少個体群保護林

西ノ川山トガサワラ希少個体群保護林

雁巻山ヤナセスギ希少個体群保護林

魚梁瀬トガサワラ希少個体群保護林

千本山天然ヤナセスギ希少個体群保護林
千本山人工ヤナセスギ・ヒノキ希少個体群保護林

安田川山トガサワラ希少個体群保護林

香美市

安芸市

海陽町

馬路村



黒尊山

（11） レクリエーションの森

○優れた自然景観を有し、森林浴や自然観察、野外スポーツ等に適した森林を「レクリ
エーションの森」に選定し、広く国民に森林レクリエーションの場として提供。
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四万十源流の森

入野浜

千本山風景林は、その優れた自然景観から全国で９３箇所
の「日本の美しの森 お勧め国有林」や、「中芸地域日本遺
産～森林鉄道から日本一のゆずロードへ」の構成要素に指
定。

今後も、遊歩道等の整備を進め、観光資源としての魅力
の向上。

千本山保護林案内板
（令和３年２月改設後）

千本山遊歩道整備
（令和３年３月整備後）

千本山風景林

馬路村 海陽町

東洋町

北川村

奈半利町

野根山街道風景林

歩道



黒尊山

国有林野における生物多様性の定量化（試行）について
○国有林野において、生物多様性の保全等、より一層国民の求める管理経営を行う視

点から、国民に分かりやすく生物多様性の保全の取組を示すことが必要。

○このため、以下の２つの指標を設定し、計画始期と終期を比較することで、生物多様性
の保全の評価を試行する。
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四万十源流の森

指標 １ 指標値の算出方法と計画終期における評価

保護林・緑の回廊等の確保 本編成時における保護林及び緑の回廊の面積割合を
算出し、計画終期に面積割合の増減を評価

指標 ２ 指標値の算出方法と計画終期における評価

シカ等による森林被害の
防止

樹立前年度を含む過去５年間の計画区内シカ駆除頭数と計
画期間５年間の計画区内シカ駆除頭数を比較し評価

算出指標値（ha） ＊()書きは四国局全体

指標値の算出方法指標値の算出方法

１，０６２頭 *H28年度～R2年度の実績

林野面積 28,105.93

保護林面積 326.10

回廊面積 1,302.23

指標値 1.16%

(174,341.20)

(5,527.17)

(15,180.30)


